
 

 

 問合せ先 : 新宿区 都市計画部建築調整課 紛争調整担当 

TEL03-5273-3544(直) 

《 条 例 改 正 の 趣 旨 》  

 近 年 、新 宿 区 中 高 層 建 築 物 の 建 築 に 係 る 紛 争 の 予 防 と 調 整 に 関 す る 条 例（ 以 下 、「 条

例 」）の 対 象 と な ら な い 地 階 を 含 む 小 規 模 な 共 同 住 宅（ ワ ン ル ー ム マ ン シ ョ ン ）の 建 設

が 増 加 し て い ま す 。 こ れ ら の 計 画 に お い て は 条 例 に 基 づ く 建 築 計 画 の 説 明 が な い 等 、

近 隣 住 民 か ら の 相 談 が 寄 せ ら れ て い ま す 。  

 こ の た め 、 紛 争 の 防 止 を 図 り 、 良 好 な 近 隣 関 係 や 生 活 環 境 を よ り 推 進 す る た め 『 新

宿 区 ワ ン ル ー ム マ ン シ ョ ン 等 の 建 築 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 』（ 以 下 、「 ワ ン ル ー ム 条 例 」）

第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る ワ ン ル ー ム マ ン シ ョ ン 等 を 、 新 た に 条 例 の 対 象 と し ま し た 。 

(施 行 日  令 和 8 年 10 月 1 日 ) 

 

《 対 象 の 追 加 》 新 宿 区 中 高 層 建 築 物 等 の 建 築 に 係 る 紛 争 の 予 防 と 調 整 に 関 す る 条 例 第 2 条  

（ 現 状 ）  

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域  

軒 高 ７ ｍ 超 え る 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 階 数 3 以 上 の 建 築 物  

そ の 他 の 地 域  

高 さ が 10ｍ を 超 え る 建 築 物 又 は 地 階 を 除 く 4 階 建 て 以 上 の 建 築 物  

 

 

（ 今 回 の 追 加 ）  

上 記 に 加 え 、ワ ン ル ー ム 条 例 に 係 る 地 階 を 含 む 階 数 ３ 以 上 の 建 築 物  ※ 但 し 、ワ ン ル

ー ム 形 式 の 住 戸 10 戸 以 上 ま た は ワ ン ル ー ム 形 式 の 住 戸 が 総 住 戸 の １ ／ ３ 以 上 の も の

に 限 る 。  

（ 新 た に 対 象 と な る 建 築 物 の 例 ）  

・ 地 下 1 階 地 上 2 階 、 総 住 戸 10 戸 、 う ち ワ ン ル ー ム 形 式 の 住 戸 が 4 戸 の 共 同 住 宅  

・ 地 上 3 階 で 総 住 戸 が 5 戸 、 ワ ン ル ー ム 形 式 の 住 戸 数 が 2 戸 の 共 同 住 宅 等 な ど  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 建築主等は、ワンルーム条例の規定を遵守しているか否かの問い合わせについて、近隣関係住民へ

十分に説明してください。なお、規定の内容については住宅課にご確認ください。 

 

2階 

1階 

B1階 

1階 

（１）地上 2 階、地下 1 階の場合 （２）地上 3 階、高さ 10m 以下の場合 
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対象となるケース（参考） 

高さ10ｍ以下 

階数３ 

令和 8 年 10 月 1 日より条例の対象を拡大します。 

階数３ 

〈 建築を計画されている方へ 〉  


